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第 7章 投資・財政計画 

1. 事業費見通し 

(1) 支出の積算条件の設定 

今後 10 ヵ年の施策に係る事業費見通しは、第 5 章の取組みと第 6 章の事業計画を

踏まえるとともに、以下のとおり各種経費を積算します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、年度毎の上昇率は 2030 年度まで考慮することとし、それ以降の上昇率は加味

せずに積算しています。 

 

  

表 7-1 各種経費（費用）の積算条件 

 費用 積算条件

職員人件費 現在の組織体制と過去の決算値をベースに、年度毎の上昇率を３．２％として各年度の金額を算定。

処理場運転費
下水処理場を稼働させるための動力費や薬品費。
過去の決算値をベースに、年度毎の上昇率（原則、動力費は２％、薬品費は３％）を加味して各年度の金額
を算定。

修繕費
主に老朽化した下水道施設の修繕費用。
過去の決算値をベースに、修繕計画等を加味して見込み額を積算。
また、年度毎の上昇率を原則３％として各年度の金額を算定。

委託料
主に下水道施設の維持管理などに関する委託料。
過去の決算値をベースに、年度毎の上昇率を原則３％として各年度の金額を算定。

減価償却費 新規取得資産の耐用年数を管渠施設は５０年、処理場施設は２０年として見込み額を算定。

支払利息
建設改良費に係る新規発行の企業債について、原則元利金等方式・２８年償還の４年据置と仮定して積算。
利率は、過去の実績をベースに今後の上昇分を毎年度原則０．２％として算定。

その他費用

下水道事業に係る材料費や負担金、引当金など。
過去の決算値をベースに、見込み額を積算。
また、内閣府の中長期の経済財政に関する資産をはじめ、政府や日銀等の物価上昇率も参考に、年度毎に
上昇率を加味して各年度の金額を算定。
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(2) 収益的支出 

主に施設の維持管理を行うための経費などを計上する収益的支出については、以下

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大部分を占める減価償却費＊は、今後７1 億円前後で推移する見込みです。 

また、下水道施設の維持管理委託や施設老朽化に対応するための修繕費・委託料、下

水処理場の運転費用（動力費及び薬品費の合計）などは、３５億円前後で推移する見込み

です。この支出は、下水道施設を維持していくために必要な固定的費用と言えます。 

なお、その他の費用としては、材料費や相互処理負担金（市境の地域において、他市と

当市で互いに流入する汚水の処理を行った際の、費用に関する負担金支出）などの負担

金、各種引当金などがあります。 

 

  

図 7-１ 収益的支出の推計（税抜） 
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(3) 資本的支出 

主に施設の新たな整備や改築更新などを行うための経費を計上する資本的支出につ

いては、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大部分を占める企業債償還金は、今後 28 億円前後で推移する見込みです。 

また、建設改良費については、下水処理場の設備など更新工事（処理場・ポンプ場改良

費）が２１億円前後で推移する見込みのほか、管渠の改築更新工事（管渠改良費）が１１億

円前後で推移し、整備工事（管渠整備費）が 8 億円前後で推移する見込みです。 

なお、その他の費用には、建設改良負担金（主に流域関連公共下水道＊の建設改良に

関する費用の支出）などがあります。 

 

  

図 7-2 資本的支出の推計（税込） 
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2. 財源見通し 

(1) 収入の積算条件の設定 

今後 10 ヵ年の施策に係る財源見通しは、「１．事業費見通し」の内容を踏まえ以下のと

おり積算します。 

 

① 企業債 

企業債は、今後の整備・改築更新工事事業に対する一番大きな財源となり、また借入

後 20～30 年かけて償還することから、工事に係る費用負担の世代間公平を図ること

ができる重要な財源となります。 

一方で、過度な借入は将来の負担増を招くため、企業債残高及び元利償還額（返済額）

の推移を考慮した計画的な借入が必要となります。 

第６章で予定している事業計画に対し、企業債の対象となる事業費を精査した結果、

資本費平準化債を含め 10 ヵ年で概ね平均３１億円の借入を見込んでいます。 

 

  

　会計上の費用は減価償却費を採用するため、管渠を取得した場合、その耐用年数５０年で
購入費を割ると年６０万円の費用が掛かることになります。仮に、年間の収入が６０万円ある
場合、会計上は収支均衡が図れていることになります。
　しかし、実際は借入金返済のため年１００万円の現金支出が必要となり、年間の収入が６０万円
のみだと、４０万円の資金不足に陥ってしまいます。
　このような会計上の費用と実際の現金支出との不均衡を無くすため、元金返済額と減価償却
費との差分を新たに借り入れる企業債を「資本費平準化債」と言います。
「資本費平準化債」で借り入れた財源を加えることで、会計上も実際の現金支出上でも適正な
費用計上を行うことが可能となります。

「資本費平準化債とは」

管渠取得費

3,000万円

※3,000万円の管渠を、全額借入金(30年償還利子無し)で取得

※年間の収入額が60万円の場合
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② 一般会計繰入金 

「雨水公費・汚水私費の原則」に基づき、これまでと同様に必要経費について当市財政

部局と調整の上、一般会計繰入金の要望を行っていきます。 

「分流式下水道等に要する経費」に係る繰入金については、前計画を引継ぎ 2030 年

度にゼロとなるよう段階的に削減します。 

2026 年度の「分流式下水道等に要する経費」に係る繰入見込額は約３．３億円である

ことから、今後も各年度において約 0.8 億円ずつ減少させていきます。 

その結果、一般会計繰入金は 10 ヵ年で概ね平均１３.6 億円となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 下水道使用料 

下水道事業の根幹をなす下水道使用料収入は、第８章で示す使用料改定を前提として、

収入額を以下のとおり見込みます。 

 

 

 

 

 

 

  

表 7-2 一般会計繰入金の推移 

 

表 7-3 下水道使用料収入（税抜）の推計 
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④ その他 

その他の下水道事業財源については、以下のとおり積算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受益者負担金とは・・・ 

公共下水道が整備されることにより様々な利益を受けられる方（土地所有者など）

に、その工事費の一部を負担してもらうもので、1ｍ2 あたり 260 円が賦課されます。 

汚水管の整備内容により増減しますが、未普及地域の整備が概ね完了しているため、

10 ヵ年では概ね 0.1 億円での推移を見込んでいます。 

 

 

  

表 7-4 その他の下水道事業財源の積算条件 

 財源 積算条件

国・都補助金
下水道施設の整備・改築更新工事費などに対し、国・東京都から支給される補助金。
過去の決算値をベースに、事業計画などを加味して各年度の金額を算定。

長期前受金戻入
資産取得時に充当した補助金等の財源について、資産の減価償却に応じて収益（収益的収入）を計上。
減価償却費の積算条件と同じ考え方で各年度の金額を算定。

受益者負担金（※）

公共下水道が整備されることにより様々な利益を受けられる方に、その工事費の一部を負担してもらう
もの。
過去の決算値をベースに、事業計画などを加味して各年度の金額を算定。

その他収入
相互処理負担金や下水道用地占用料など。
過去の決算値をベースに、事業計画などを加味して各年度の金額を算定。
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(2) 収益的収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益的支出に対する財源にあたる収益的収入は、その大部分を下水道使用料と長期

前受金戻入が占めています。下水道使用料収入は、使用料改定によって一時的に増収と

なりますが、有収水量の減少により徐々に減収する見込みです。また、長期前受金戻入

についても、固定資産の償却が進むにつれ徐々に減収する見込みのため、収益的収入は

長期的に見て減少していくと見込まれます。 

なお、その他の収入としては、相互処理負担金（市境の地域において、他市と当市で互

いに流入する汚水の処理を行った際の、費用に対する負担金収入）や、下水道用地占用

料などがあります。 

 

  

図 7-3 収益的収入の推計（税抜） 
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(3) 資本的収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本的支出の財源にあたる資本的収入は、主に支出の事業内容に連動して増減する

財源で、その大部分を企業債収入が占めています。 

なお、その他の収入としては、水洗便所改造資金貸付元金（当市が水洗便所改造用と

して貸し付けた元金の返済収入）などがあります。 

 

 

  

図 7-4 資本的収入の推計（税込） 
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3. 財政見通し 

(1) 当年度純利益の状況 

「１．事業費見通し」と「２．財源見通し」を踏まえた収益的収支は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、当年度純利益の推計は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料改定により収入を確保することで、２０２７年度以降は損益が黒字の状態（＝純

利益を確保）で推移する見込みです。 

しかし、収益的支出については今後も毎年度 125 億円を超える支出が見込まれるた

め、更なる経費削減に努めるとともに、使用料改定を含めた収入増加に努める必要があ

ります。 

 

 

単位：百万円（税抜）

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

11,829 13,451 13,372 12,914 12,519 13,069 13,022 13,035 12,928 12,858

12,067 12,801 12,810 12,676 12,453 12,863 12,429 12,591 12,614 12,795

▲ 238 650 562 237 66 206 593 444 314 62

※ 特別利益・損失を含む
※ 端数処理（四捨五入）の関係上、表内の合計が一致しない場合あり

年　　度

収　益　的　収　入

収　益　的　支　出

当年度純利益（又は損失）

表 7-5 収益的収支の推計 

 

図 7-5 当年度純利益の推計 
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(2) 資本的収支の不足額の状況 

「１．事業費見通し」と「２．財源見通し」を踏まえた資本的収支は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

その結果、資本的収入が資本的支出に不足する額は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道事業の資本的収支では、支出の大部分を占める企業債償還金に連動する財源

収入がほとんど無いため、構造的に収支不足が生じます。今後 10 ヵ年の企業債償還金

は、概ね 28 億円前後で推移する見込みとなっており、資本的収入が資本的支出に不足

する額も 29 億円前後で推移することが見込まれます。 

資本的収入が資本的支出に不足する部分については、収益的収支を執行した結果な

どによって生じる「補填財源」で補う必要があります。次ページの「資金の状況」において

補填財源の状況について検証します。 

 

※ 補填財源とは・・・・ 

企業の内部に留保している現金などのことを指し、実際には現金支出が生じない減

価償却費＊などの費用に充当した現金収入（主に下水道使用料収入）により生じます。 

表 7-6 資本的収支の推計 

 

単位：百万円（税込）

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

4,313 5,255 5,184 4,258 3,674 3,755 4,248 3,497 3,362 3,515

6,852 8,177 8,078 7,173 6,884 6,996 7,138 6,494 6,239 6,374

▲ 2,539 ▲ 2,921 ▲ 2,894 ▲ 2,915 ▲ 3,210 ▲ 3,240 ▲ 2,891 ▲ 2,997 ▲ 2,877 ▲ 2,859

※ 端数処理（四捨五入）の関係上、表内の合計が一致しない場合あり

資本的収入が資本的
支出に不足する額

年　　度

資　本　的　収　入

資　本　的　支　出

図 7-6 資本的収入が資本的支出に不足する額 
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(3) 資金の状況 

① 補填財源の状況 

資本的収入が資本的支出に不足する部分を補う「補填財源」について、その充当可能

額を算定すると以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益的収支と資本的収支の状況を踏まえて算定した補填財源充当可能額は、2035

年度まで毎年度、資本的収入が資本的支出に不足する額を上回る見通しとなっており、

今後 10 ヵ年は補填財源不足が生じない見込みです。 

 

② 現金預金の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-7 資本的収入が資本的支出に不足する額と補填財源充当可能額 

 

図 7-8 現金預金残高の推移 

 

 ※ 未収金・未払金については考慮せずに算出しています。
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現金預金の残高は、図 7-8 のとおりとなります。2030 年度と２０３１年度はやや減

少するものの、2035 年度まではプラスで推移する見込みです。 

なお、第3章の将来推計では、現行の使用料体系を維持した場合の使用料収入は減少

見込みとなっており、第 8 章で示す使用料改定により現金預金の残高を維持できている

状況です。 

将来の企業債償還金や施設更新需要、緊急事態などに備えるために、今後も一定程度

の資金を企業内部に留保していく必要があります。 

 

 

(4) 企業債残高と元利償還費の推移 

「１．事業費見通し」と「２．財源見通し」から、企業債の元金残高と元利償還費の推移は

以下のとおりです。 

元金残高は、2029 年度までは増加傾向となり、その後は 2035 年度まで 460 億

円前後を推移する見込みです。 

元利償還費は、202８年度から徐々に増加傾向となり、20３３年度には 39 億円に達

する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

20
21
22
23
24
25
26
27

※ 新規発行の企業債については、原則28年償還の4年据置として計算しています。
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元金残高 元利償還費

元金残高

最大463.5億

元利償還費

最大39.4億

2024年度末

411.8億

図 7-9 企業債残高と元利償還費の推移 
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4. 投資・財政計画（10 ヵ年の収支見通し） 
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第８章 経費回収率向上に向けたロードマップ 

１ 経費回収率の今後の見込み 

下水道事業の収入の根幹をなす下水道使用料収入は、人口減少等による有収水量の減少

に伴い、緩やかに減収していく見込みです（第３章参照）。一方で、汚水処理費（使用料対象経

費）は、物価高騰や労務単価の上昇、また、施設の老朽化に対応するための修繕費の上昇等

により増加していく見込みです。汚水処理費を使用料収入で賄えているかを示す経費回収率

は、現在も 100%に満たない状況となっており、今後さらに低下し、100%を大きく下回っ

ていくことが予想されます。 

 

表８－１ 経費回収率の推計 

 

 

２ 下水道使用料改定の必要性 

下水道は、市民生活を支える必要不可欠なライフラインの一つであることから、 健全な事

業運営が求められ、適切な維持管理及び必要な投資を継続して行う必要があります。そのた

めには、今後の汚水処理費に対して現在の下水道使用料が適正であるか検証を行う必要が

あります。  

これまで収入確保や費用抑制など経営努力を積み重ね、今後も引き続き取組みを進めて

いきますが、今後は、その取組みを上回る規模の支出増加が見込まれます。汚水処理費を下

水道使用料収入で賄い、経営健全化を図るためには、下水道使用料改定が必要な状況にあ

ります。 

計画期間 10 年間において経費回収率 100%を維持できる下水道使用料収入を一度の

改定で確保しようとする場合、改定率が大幅に上昇し、市民生活等への影響が大きくなるこ

とから、改定は段階的に行う必要があります。 

そこで、計画期間の前半（2030 年度までの５年間）の経費回収率 100%を維持するため

に、2026年度中に改定率 35％程度の下水道使用料の改定を行う必要があります。 

この改定により、2030 年度までの経費回収率は 100％を超える見込みとなりますが、

計画の後半（2031 年度からの５年間）では 100%を下回ることが見込まれ、再度の下水道

単位：百万円（税抜）

2024
（実績）

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

97.4% 85.0% 78.2% 78.2% 75.2% 74.2% 68.9% 72.1% 70.5% 69.1% 66.7%

5,007 4,980 4,949 4,922 4,896 4,869 4,842 4,815 4,788 4,762 4,735

5,139 5,861 6,324 6,296 6,510 6,565 7,029 6,683 6,791 6,887 7,103

年　　度

経費回収率  Ａ／Ｂ

下水道使用料収入
Ａ

使用料対象経費
Ｂ
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使用料の改定が必要となることが予想されます。現在の見込みでは、2031年度中に改定率

11％程度の下水道使用料の改定を行う必要が生じます。 

経営戦略の次期改定（２０３０年度末）の際には、２０２６年度使用料改定の検証結果や２０

３１年度以降の財政見通しを踏まえて、使用料のあり方（改定の必要性、改定率、料金体系な

ど）を再度検討し、経営健全化を図っていく必要があります。 

 

表８－２ 使用料改定をした場合の経費回収率の推計 

 

       ※2026年度は2027年 1月改定、２０３1年度は2031年4月改定を想定しています。 

 

 

 

図８－１ 経費回収率の推計 

  

単位：百万円（税抜）

2024
（実績）

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

97.4% 88.7% 105.6% 105.5% 101.5% 100.1% 102.1% 108.2% 105.8% 103.8% 100.1%

5,007 5,196 6,680 6,644 6,608 6,571 7,175 7,226 7,186 7,145 7,105

5,139 5,861 6,324 6,296 6,510 6,565 7,029 6,683 6,791 6,887 7,103

改定① 改定②

使用料対象経費
Ｂ

使　用　料　改　定

年　　度

経費回収率  Ａ／Ｂ

下水道使用料収入
Ａ

使用料 

改定② 

使用料 

改定① 



                 【資料４－１】 
＜原稿案（第８章）＞ 

17 

 

３ 経費回収率向上に向けたロードマップ 

（１）経費回収率向上に向けた取組みと実施予定時期 

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について（令和２年

７月２1 日付け国水下企第３４号）」に基づき、下水道事業における経費回収率向上に向けた

ロードマップを以下に示します。 

 

表８－３ 経費回収率向上に向けたロードマップ 

 

 

【経費回収率向上に向けた具体的な取組み】 

① 経営戦略の見直し（５年に一度）に併せて、経費回収率向上に向けたロードマップの見直し

も行います。 

② ①の際に、下水道使用料の見直しに関する試算・検討を行います。段階的な改定とするため、

2026年度に使用料改定を行い、その後の経営状況を踏まえて2029～2030年度年度に

改めて検討します。 

③ 引き続き、効率化・経営健全化の取組みや事業計画の推進（第５、６章参照）を行い、収入の

確保と費用の抑制に取り組みます。 

 

（２） 業績指標の目標 

ロードマップに従い、経費回収率向上に向けた業績目標を以下に示します。本計画に基づき

実施予定の事業や使用料改定の効果が表れる２０２７年度以降は、「１００％以上」を目指します。 

 

表８－４ 経費回収率の目標値 

年度 2024（実績） 2026（見込） ２０２7～2035（目標） 

経費回収率 97.4% 88.7％ １００％以上 

 

 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

①
策定
　・
改定

検討 改定 検討 改定

② 検討 改定 検討 検討 改定 検討

③

実施 実施

項目

経費回収率向上に向けた
ロードマップの改定
（経営戦略の改定に併せ
て実施）

使用料の見直し及び改定

効率化・経営健全化の取
組み（第５章）や事業計画
の推進（第６章）
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第９章 進捗管理 

１ 進捗管理の概要 

経営戦略は、策定後も進捗管理や分析・評価を行い、その結果を踏まえて定期的な見直し

（ローリング）を行うことが求められます。分析・評価や見直しにあたり、計画と実績との乖

離状況やその原因を分析し、結果を企業経営や計画に反映させる PDCA サイクルの手法

を用います。  

各事業の進捗状況については、事業計画に掲げた目標や取組みに対する実績の把握に

より進捗管理を行います。事業の推進や改善・見直しにあたっては、顧客の視点、組織や内

部プロセスの視点などを適切に捉えて取り組むものとします。 

財務・経営の状況については、指標を活用したモニタリングと分析・評価を行います。計

画と実績に大幅な乖離が生じている場合は、原因の検証を行い、投資・財政計画の見直し

について検討するものとします。 

各事業の進捗状況と財務・経営の状況は、毎年度、「町田市下水道事業計画評価委員会」

に報告して評価を受けるとともに、市のホームページ等で公表します。また、これらの結果

を活用して、原則として５年ごとに経営戦略の改定を行います。 

 

 

 

 

２ 進捗管理において活用する指標 

財務・経営の状況を把握するための「重要業績評価指標」（KPI）として、前計画に引き続

き、総務省が実施する公営企業経営比較分析に用いられる１１の経営指標を用います。 

決算(財務)や各種データから指標を算出し、類似団体等との比較も取り入れて分析や評

価を行います。 

 

 

 

 

図９-１ ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 

Plan -計画の策定・改定

Action -事業の見直し・改善

Ｄo - 事業の実施

Check -結果の分析・評価、検証

PDCAサイクルによる進捗管理
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表９-1 経営指標の内容 

経営指標 指標の意味・内容 

経営の 

健全性 

経常収支比率（％） 
経常費用を経常収益（使用料・繰入金など）で賄えている割合 

 ※100％以上を目指す指標 

累積欠損金比率（％） 
営業収益に対する累積した未処理欠損金の割合 

 ※0％である状態を維持すべき指標 

流動比率（％） 
流動負債に対する流動資産の割合（短期的債務の支払能力比率） 

 ※100％以上を目指す指標 

企業債残高対事業規模比率（％） 
料金収入に対する企業債現在高の割合 

（企業債を財源とした投資規模を表す比率） 

経営の 

効率性 

経費回収率（％） 
使用料で回収すべき汚水処理費用を使用料で賄えている割合 

 ※100％以上を目指す指標 

汚水処理原価（円） 有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用 

施設利用率（％） 下水処理場の汚水処理能力に対する平均処理水量の割合 

水洗化率（％） 処理区域内人口のうち水洗便所を設置している人口の割合 

老朽化 

の状況 

有形固定資産減価償却率（％） 有形固定資産の減価償却進行度合（老朽化度合）を表す割合 

管渠老朽化率（％） 管渠総延長のうち、法定耐用年数を超過した管渠延長の割合 

管渠改善率（％） 管渠総延長のうち、更新した管渠延長の割合 

 

３ 経営指標の目標 

経営の健全性及び効率性の状況を把握するうえで特に重要かつ目標値を定めて取り組むべ

き２つの経営指標について、目標値を設定し、進捗管理に活かします。 

なお、計画改定後１年目の２０２６年度は、本計画に基づき実施予定の事業や下水道使用料

改定の効果が限定的であり、厳しい経営状況となることが見込まれます。そのため、２０２７年

度に目標とする「経常収支比率１００％以上」及び「経費回収率１００％以上」を達成し、２０２８年

度以降も維持することを目指します。 

表９-２ 経営指標の目標値 

経営指標 
２０２４年度 

（現状） 

２０２６年度 

（見込） 

２０２７～２０３５年度 

【目標】 
方針 

（経営の健全性） 

経常収支比率 
105.5％ 98.0％ １００％以上 

事業の効率化等による経費削減

と財源確保により、毎年度１００％

以上を目指す 

（経営の効率性） 

経費回収率 
97.4％ 88.７％ １００％以上 

経費回収率の向上に向けた 

ロードマップ（第８章）のとおり、

毎年度 100％以上を目指す 
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